
 

 

三重県総合評価方式評価項目事前確認登録について 
平成３０年 ７月２５日制定   

平成３１年 ２月 １日改正   

令和 ２年１２月 １日様式改正 

令和 ４年 ６月 １日改正   

令和 ５年 ６月 １日改正   

令和 ６年 ３月 １日改正   

令和 ６年 ６月 １日改正   

  令和 ６年１２月 ２日改正   

公共事業運営課 

 
１ 評価項目事前確認登録の取扱い 

入札参加者の提出書類の軽減を目的として、評価項目事前確認登録の取扱いを以下の

とおり定めます。 

 

（１） 事前確認登録 

事前確認登録とは、総合評価方式の入札案件ごとに、提出が必要な評価項目の確認資

料を、事前に確認を行いその結果を登録しておくことで、入札案件ごとの提出が省略で

きる登録制度とします。 

 

（２） 対象 

ア 対象 

三重県が総合評価方式により発注する建設工事又は業務委託を対象とします。 

イ 対象者 

アで規定する、建設工事又は業務委託の入札参加者になりうる者のうち、事前確認

登録を希望する者とします。 

ウ 対象評価項目 

事前確認登録の対象となる評価項目は次のとおりとします。 

①次世代育成支援活動実績（業務委託のみ） 

②男女共同参画活動実績 

③障がい者雇用実績 

④環境マネジメントシステムの認証（ISO14001、M-EMS）（業務委託のみ） 

⑤人権に関する取組実績 

⑥「みえる・わかる・つながる！職業ポータルサイト」Webページへの登録 

（建設工事のみ） 

⑦現場見学会等の開催実績（建設工事のみ） 

⑧不当要求防止責任者講習の受講実績（建設工事のみ） 

⑨「ユースエール認定制度」の認定実績（建設工事のみ） 

⑩「みえの働き方改革推進企業登録制度」の登録実績（建設工事のみ） 

⑪キャリアパスの策定実績（建設工事のみ） 

⑫キャリアアップのための支援実績（建設工事のみ） 
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⑬福利厚生のための制度導入実績（建設工事のみ） 

⑭ハラスメント研修の開催実績（建設工事のみ） 

⑮品質マネジメントシステムの認証（ISO9000S） 

⑯労働安全衛生マネジメントシステムの認証（建設工事のみ） 

⑰申告工事成績点（建設工事の土木一式工事及び舗装工事） 

⑱三重県「建設企業における災害時の事業継続計画登録制度（三重県建設ＢＣＰ

登録制度）」の登録実績（建設工事のみ） 

 

（３） 申請 

事前確認登録の申請は、（２）のイで規定する者が評価項目事前確認登録申請書（様

式１）（以下、「申請書」という。）により行うものとします。 

 

（４） 事前確認登録と通知 

事前確認登録は、三重県県土整備部公共事業運営課（以下、「公共事業運営課」とい

う。）が行うものとします。（３）の規定により提出された申請書の確認後、当該申請

に係る事項を事前確認登録管理表に登録し、その内容を申請者に評価項目事前確認結果

登録通知書（様式２）（以下、「通知書」という。）により通知します。 

各評価項目の事前確認は、通知日における申請者の実績（認証）の有無を下表により

行います。 

通知書の写しを技術資料（技術提案書）に添付することで、事前に確認を受けた評価

項目の確認資料の提出を省略できるものとします。 

ただし、業務委託の品質マネジメントシステムの認証（ISO9000S）において、申請者

（入札参加者）と異なる（配置予定の管理技術者が所属する）組織で評価を受けたい場

合は、確認資料の提出が省略できないものとします。 

評価項目 評価方法 

次世代育成支援活動実績 

育児休業制度が就業規則等に規定されている場合に評価し

ます。  

就業規則等に育児休業制度に関する項目、対象となる労働者

の範囲、取得に必要な手続き、育休期間、育児休業中の賃金の

支払いの有無などが規定されている場合に評価の対象としま

す。 

男女共同参画活動実績 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく

一般事業主行動計画を策定している場合に評価します。 

なお、実際の入札案件では、入札公告日（業務委託の場合は

指名通知日で以下同じ。）が労働局の受付日以降かつ計画期間

に含まれていない場合、又は入札公告日が計画期間内であって

も、一般事業主行動計画策定届が労働局に受理されていない場

合は、評価の対象としません。 

障がい者雇用実績 

障がい者雇用の有無により評価します。 

・障害者の雇用の促進等に関する法律により障がい者雇用が義

務付けられている企業は、法定雇用率を達成している場合に

評価の対象とします。 

・同法律により障がい者雇用が義務付けられていない企業は、
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障がい者を雇用している場合に評価の対象とします。 

 短時間労働者（週所定労働時間２０時間以上３０時間未満の

障がい者及び週所定労働時間１０時間以上２０時間未満の

重度の身体・知的障がい者、精神障がい者）のみの雇用でも

評価の対象とします。 

環境マネジメントシステ
ムの認証 
（ISO14001、M-EMS） 

ISO14001又はM-EMSの認証を取得している場合に評価しま

す。 

なお、実際の入札案件では、「環境マネジメントシステムの

認証」の評価項目として、ISO14001とM-EMSは重複して評価し

ません。 

人権に関する取組実績 
三重県が開催する人権に関する研修の受講実績のある場合

又は職業安定法に基づく公正採用選考人権啓発推進員の設置

している場合に評価します。 

「みえる・わかる・つな
がる！職業ポータルサイ
ト」Webページへの登録 

「みえる・わかる・つながる！職業ポータルサイト」 
Webページにインターンシップ受入情報（所在地、業種、
職種、受入対象、受入時期、受入人数）を登録している
場合に評価します。 

現場見学会等の開催実績 

単独又は共同企業体構成員として受注した三重県内の

工事において、小学校、中学校、高等学校等の教育機関

を対象に社会に貢献する建設業の役割の理解や次世代を

支える若者たちの建設業への興味や関心を高めることを

目的として現場見学会を開催した場合、及び、同目的で

出前講座、実習授業を開催した場合に評価します。 

・現場見学会、出前講座、実習授業は 10名以上を対象と

した場合に評価する。ただし、10名以上の参加が見込

めない場合（小規模な学校や学校側との調整の結果参

加者が 10名未満となった場合）は、参加者が 10名未

満でも評価します。 

・評価対象の現場見学会の実績は、官民の別は問いませ

ん。 

（評価の対象となる教育機関、評価条件等は別紙１参照） 

不当要求防止責任者講習
の受講実績 

不当要求防止責任者を選任し、三重県公安委員会（（公
財）暴力追放三重県民センター）が開催する不当要求防
止責任者講習の受講実績のある場合に評価します。 

「ユースエール認定制
度」の認定実績 

「ユースエール認定制度」に認定されたことがある企
業を評価します。 

「みえの働き方改革推進
企業登録制度」の登録実
績 

「みえの働き方改革推進企業登録制度」に登録されて
いる企業を評価します。 

キャリアパスの策定実績 
全ての従業員が自身のキャリアビジョンを描けるよう、社則

等に技術職・技能職・事務職の職種別に策定されている場合を

評価します。 

キャリアアップのための
支援実績 

資格取得のための試験・研修の費用負担、技能や資格取得に

伴う一時金や手当の支給及び会社内において学習時間が確保

できる勤務体系となっており、社則等に策定されている場合を
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評価します。 

福利厚生のための制度導
入実績 

社員の安定した生活環境を確保するため、企業型DC若しくは

職場iDeCo又はNISA（企業がNISA取扱業者と契約したものに限

る。）のいずれかの制度を導入している場合を評価します。 

ハラスメント研修の開催
実績 

専門知識を有する講師による全ての従業員及び役員を対象

とした研修を開催した場合を評価します。 

ハラスメント研修とは、派遣された講師による研修（Ｗｅｂ

研修も含む。）を対象としており、従業員の半数以上かつ役員

の半数以上が出席した場合に評価します。 

品質マネジメントシステ
ムの認証 
（ISO9000S） 

ISO9000Sの認証を取得している場合に評価します。 

労働安全衛生マネジメン
トシステムの認証 

労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン(建設業労

働安全衛生マネジメントシステムガイドラインを含む）に沿っ

た取り組みの認証を取得している場合に評価します。 

申告工事成績点 申告された「三重県の工事評定点」により評価します。 

三重県「建設企業におけ
る災害時の事業継続計画
登録制度」の登録実績 

三重県「建設企業における災害時の事業継続計画登録
制度（三重県建設ＢＣＰ登録制度）」に登録されている
企業を評価します。 

 

（５） 登録内容の使途 

登録内容は、申請者が入札に参加した（２）のアで規定する、建設工事又は業務委託

の技術審査会が評価を行う際に用いるものとします。 

 

（６） 有効期限 

有効期限は、通知書の通知日から各評価項目の有効期限までとします。 

 

２ 事前確認登録の申請等マニュアル 

事前確認登録の申請にあたり、記載要領、提出方法、期間、添付資料及び入札参加時

の提出資料など、その他必要な事項を記載した申請等マニュアルを以下のとおり定めま

す。 

 

（１） 申請書 

ア 記載要領 

（ア）事前確認の登録を希望する場合は、評価項目の「登録」欄に「○」を記載してく

ださい。 

既に登録した評価項目に変更が生じた場合は、「変更」欄に「○」を記載し、変

更内容を「変更箇所」欄に記載してください。変更申請の場合、登録内容に変更が

ない評価項目は未記入としてください。 

（イ）「確認資料」欄は、事前確認登録を希望する評価項目の内容が確認できる資料を

記載してください。 

（ウ）「問合せ先」欄は、申請書の内容等について問合せをすることがありますので、

必ず記載してください。 
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イ 提出方法・提出期間 

 （ア）～（ウ）のいずれかの方法で提出してください。 

（ア）書面による申請 

公共事業運営課へ、書面を１部、郵送又は持参により提出してください。 

住所 〒514-8570 三重県津市広明町１３番地 

宛先 三重県県土整備部公共事業運営課総合評価班 

電話 ０５９－２２４－２６９６ 

 

申請書の受付は、休日を除く午前９時００分から午後５時００分までとします

（ただし、正午から午後１時の間は除きます。）。 

 （イ）電子メールによる申請 

公共事業運営課へ、下記メールアドレスまで申請書及び資料（ＰＤＦファイル）

を送付してください。誤送信や容量過大によりメールを受信しない可能性があるた

め、メール送付後は（ア）の電話番号まで連絡してください。 

    メールアドレス  nyukan@pref.mie.lg.jp 

    添付ファイル容量 約２０ＭＢまで 

（ウ）技術資料（技術提案書）を使った申請 

三重県が発注する総合評価方式の技術資料（技術提案書）を使って事前確認登録

を申請する場合は、入札参加申請時において各発注機関に技術資料（技術提案書）

を提出する際、申請書を併せて提出してください。 

 

（２） 申請書に添付する確認資料 

事前確認登録を希望する評価項目は、次の確認資料を申請書に添付して提出してくだ

さい。 

ア 次世代育成支援活動実績 

（ア）育児休業規定の写し。ただし、育児休業に関する規定に「入札参加者の会社名」、

「労働基準監督署の受理印」、「規定の適用日」が確認できない場合は、就業規則の

写しも提出してください。（別紙２参照） 

   電子申請による手続きの場合は、受付印のイメージが付いた控えの写しを提出し

てください。 

イ 男女共同参画活動実績 

（ア）労働局の受付印が押印された一般事業主行動計画策定届の写し。（別紙３参照） 

   電子申請による手続きの場合は、手続きが完了したことが分かる資料（公共職業

安定所から届いた手続き完了の通知メールの写し、電子申請の処理状況が分かる画

面の写しなど）も提出してください。 

ウ 障がい者雇用実績 

（ア）法律により障がい者雇用が義務付けられている企業の場合、公共職業安定所に提

出した最新の障害者雇用状況報告書の写し。（別紙４参照） 

（イ）法律により障がい者雇用が義務付けられていない企業の場合、雇用している障が

い者の障害者手帳等の写し及び常時雇用（３ヶ月以上）が確認できる書類（監理技

術者資格者証の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、雇

用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、健康保険被保険者証の写しのいずれ
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かの資料又はこれを保有しない者は雇用証明書（様式３））。 

監理技術者資格者証の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の

写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、健康保険被保険者証の写し

を提出する際は、別紙を参考にマスキングを施してください。（別紙５～８参照） 

エ 環境マネジメントシステムの認証（ISO14001、M-EMS） 

（ア）認証機関の登録証等の写し。 

（イ）申請者が認証の範囲に含まれていることが登録証だけで確認出来ない場合は、付

属書などの認証範囲が分かる資料の写し。 

オ 人権に関する取組実績 

（ア）三重県が開催する人権に関する研修の受講実績の場合、人権研修受講確認申請書

(確認書)の写し。（別紙９参照） 

   申請書提出日において、受講者が３か月以上所属していることが確認できる書類

（監理技術者資格者証の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の

写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、健康保険被保険者証の写し

のいずれかの資料又はこれを保有しない者は雇用証明書（様式３））。ただし、申請

者の代表者の場合は、不要。 

監理技術者資格者証の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の

写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、健康保険被保険者証の写し

を提出する際は、別紙を参考にマスキングを施してください。（別紙５～８参照） 

（イ）職業安定法に基づく公正採用選考人権啓発推進員の設置の場合、公正採用選考人

権啓発推進員選任状況報告書の写し。（別紙１０参照） 

   申請書提出日において、推進員が３か月以上所属していることが確認できる書類 

（監理技術者資格者証の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の

写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、健康保険被保険者証の写し、

のいずれかの資料又はこれを保有しない者は雇用証明書（様式３））。ただし、申請

者の代表者の場合は、不要。 

監理技術者資格者証の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の

写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、健康保険被保険者証の写し

を提出する際は、別紙を参考にマスキングを施してください。（別紙５～８参照） 

カ 「みえる・わかる・つながる！職業ポータルサイト」Webページへの登録 

（ア）「みえる・わかる・つながる！職業ポータルサイト」の「受入事業所」の Web ペ

ージの写し。 

キ 現場見学会等の開催実績 

（ア）工事名（開催場所）、開催日時、企業名、対象とした教育機関及び教育機関から

の参加人数がわかる資料の写し。 

（イ）現場見学会等で配布した説明資料の写し。 

（ウ）開催状況写真。 

 ※評価の対象となる教育機関、評価条件等は別紙１参照 

ク 不当要求防止責任者講習の受講実績 

（ア）不当要求防止責任者講習受講終了証の写し。 

申請書提出日において、受講者が３か月以上所属していることが確認できる書類

（監理技術者資格者証の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の
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写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、健康保険被保険者証の写し

のいずれかの資料又はこれを保有しない者は雇用証明書（様式３））。ただし、申請

者の代表者の場合は、不要。 

監理技術者資格者証の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の

写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、健康保険被保険者証の写し

を提出する際は、別紙を参考にマスキングを施してください。（別紙５～８参照） 

ケ 「ユースエール認定制度」の認定実績 

（ア）基準適合事業主認定通知書または基準適合事業主状況確認通知書の写し。 

コ 「みえの働き方改革推進企業登録制度」の登録実績 

（ア）みえの働き方改革推進企業登録証の写し 

サ キャリアパスの策定実績 

（ア）社則等の写し。 

社則等とは、就業規則・社内規定・社内ルールが該当します。 

また、従業員への周知については、労働基準法第 106条（常時各作業場の見やす

い場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他厚生労働省令で

定める方法によって、労働者に周知させなければならない）と同等の措置又は、従

業員への説明が実施されている場合に限ります。なお、就業規則の場合は、労働基

準監督署の受付印を確認します。 

シ キャリアアップのための支援実績 

（ア）社則等の写し 

社則等とは、就業規則・社内規定・社内ルールが該当します。 

また、従業員への周知については、労働基準法第 106条（常時各作業場の見やす

い場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他厚生労働省令で

定める方法によって、労働者に周知させなければならない）と同等の措置又は、従

業員への説明が実施されている場合に限ります。なお、就業規則の場合は、労働基

準監督署の受付印を確認します。 

ス 福利厚生の策定実績 

（ア）社則等の写し 

社則等とは、就業規則・社内規定・社内ルールが該当します。 

また、従業員への周知については、労働基準法第 106条（常時各作業場の見やす

い場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他厚生労働省令で

定める方法によって、労働者に周知させなければならない）と同等の措置又は、従

業員への説明が実施されている場合に限ります。なお、就業規則の場合は、労働基

準監督署の受付印を確認します。 

（イ）運営管理機関または取扱業者いずれかの契約書の写しまたは運営管理機関が発行

する加入証明書 

セ ハラスメント研修の開催実績 

（ア）研修の開催日時 

（イ）受講者名簿 

（ウ）講師の派遣元が分かる資料 

講師の派遣依頼にかかる申込書や講師が所属している団体等のホームページの

写し。 
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（エ）開催状況写真 

（オ）建設業許可申請時に提出した「役員等の一覧表（別紙一）」及び「健康保険等の

加入状況（様式第七号の三）」の写し 

許可後に変更届出をしている場合は、変更届出で提出しているものを添付してく

ださい。 

ソ 品質マネジメントシステムの認証（ISO9000S） 

（ア）認証機関の登録証等の写し。 

（イ）申請者が認証の範囲に含まれていることが登録証だけで確認出来ない場合は、付

属書などの認証範囲が分かる資料の写し。 

タ 労働安全衛生マネジメントシステムの認証 

（ア）認証機関の評価証、適合証明書等の写し又は労働安全衛生法第 88 条の規定によ

る届出をする事業者のうち労働基準監督署長の認定を受けた認定事業者について

は認定がわかる資料の写し。 

（イ）申請者が認証の範囲に含まれていることが登録証だけで確認出来ない場合は、付

属書などの認証範囲が分かる資料の写し。 

チ 申告工事成績点 

（ア）「三重県の工事評定点」は、申告する評定点を申告工事成績点申請書（様式４）

に記入のうえ、工事成績認定書の写し及びその工事が土木一式工事又は舗装工事で

あることが分かる資料（コリンズの写し、入札公告の写し等） 

ツ 三重県「建設企業における災害時の事業継続計画登録制度（三重県建設ＢＣＰ登録

制度）」の登録実績 

（ア）登録確認証または継続確認証の写し。 

 

（３） 事前確認登録の通知 

ア 提出された申請書は、毎月末日を締め※として確認及び登録を行い、翌月末日まで

に、申請者に通知書を発送します。 

 ※２（１）イ（イ）による申請は、受付日をメールの受信日として扱います。 

※２（１）イ（ウ）による申請は、受付日を各入札の開札日として扱います。 

イ 通知書の内容は、通知日における申請者の実績（認証）の有無を、各評価項目の評

価方法により確認したものです。 

ウ 通知書は再発行しません。万が一紛失等された場合は、再度申請の手続きをしてく

ださい。 

 

（４） 事前確認登録の変更 

ア 通知書に記載された登録内容に変更があった場合は、速やかに変更申請をしてくだ

さい。 

イ 評価項目の内容に変更があった場合、変更する項目の確認資料を添付のうえ変更申

請してください。（変更しない評価項目の確認資料は添付する必要はありません。） 

 

（５） 入札参加時について 

ア 入札参加時の提出資料 

入札参加時には、技術資料（技術提案書）に通知書の写しを添付して提出してくだ
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さい。 

イ 実際の入札案件での評価 

通知書の登録内容が実績（認証）ありとなっていても、実際の入札案件の技術審査

会で、実績（認証）なしと評価される場合があります。 

ウ 有効期限が切れたときは 

通知書の内容に変更があった場合、その評価項目は入札案件の技術資料作成上の留

意事項（技術提案書作成等説明書）に従い、確認資料を提出してください。 

また、有効期限が切れるなど、実績（認証）がなくなった場合は、実績（認証）な

しで申告してください。 

エ その他 

虚偽の申告がなされた場合、その入札が不正・不誠実な行為とみなす場合がありま

す。 
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様式１（申請書：建設工事用） 

評価項目事前確認登録（新規・変更）申請書 

令和  年  月  日 

 

三重県県土整備部 理事 あて 

 

住   所  

会 社 名  

代表者氏名  

 

 

三重県が発注する総合評価方式による建設工事の一般競争入札に参加するにあ

たり、別紙の評価項目について確認資料を添付して事前確認を申請します。 

 

 

記 

 

   □ 新規 

 

   □ 変更 

理由：令和  年  月  日付けの評価項目事前確認結果登録通知書 

の記載内容に変更があったため 

 

 

 

 

【問合せ先】 

所属・部署  

担当者氏名  

電話番号  
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別紙 

評価項目 登録 変更 変更箇所 確認資料 

男女共同参画活動実績     

障がい者雇用実績     

人権に関する取組実績     

「みえる・わかる・つなが
る！職業ポータルサイト」
Webページへの登録 

    

現場見学会等の開催実績     

不当要求防止責任者講習の

受講実績 
    

「ユースエール認定制度」

の認定実績 
    

「みえの働き方改革推進企

業登録制度」の登録実績 
    

キャリアパスの策定実績     

キャリアアップのための支

援実績 
    

福利厚生のための制度導入

実績 
    

ハラスメント研修の開催実
績     
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評価項目 登録 変更 変更箇所 確認資料 

品質マネジメントシステム

の認証（ISO9000S） 
    

労働安全衛生マネジメント

システムの認証 
    

申告工事成績点     

三重県「建設企業における
災害時の事業継続計画登録
制度」の登録実績 

    

 

【注意事項】 

・ 新規申請で登録を希望する評価項目、または、変更申請において追加で登録を希望す

る評価項目について、「登録」欄に「○」を記入してください。 

・ 変更申請の場合、直近の通知書の写しを添付してください。また、通知書の登録内容

に変更があった評価項目について、「変更」欄に「○」、変更箇所欄に変更内容を記入し

てください。 

・ 添付する資料を「確認資料」欄に記入してください。 
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様式１（申請書：業務委託用） 

評価項目事前確認登録（新規・変更）申請書 

令和  年  月  日 

 

三重県県土整備部 理事 あて 

 

住   所  

会 社 名  

代表者氏名  

 

 

三重県が発注する総合評価方式による業務委託の指名競争入札に参加するにあ

たり、別紙の評価項目について確認資料を添付して事前確認を申請します。 

 

 

記 

 

   □ 新規 

 

   □ 変更 

理由：令和  年  月  日付けの評価項目事前確認結果登録通知書 

の記載内容に変更があったため 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

所属・部署  

担当者氏名  

電話番号  

-13-



別紙 

 

評価項目 登録 変更 変更箇所 確認資料 

次世代育成支援活動実績     

男女共同参画活動実績     

障がい者雇用実績     

環境マネジメントシステム

の認証（ISO14001） 
    

環境マネジメントシステム

の認証（M-EMS） 
    

人権に関する取組実績     

品質マネジメントシステム

の認証（ISO9000S） 
    

 

【注意事項】 

・ 新規申請で登録を希望する評価項目、または、変更申請において追加で登録を希望す

る評価項目について、「登録」欄に「○」を記入してください。 

・ 変更申請の場合、直近の通知書の写しを添付してください。また、通知書の登録内容

に変更があった評価項目について、「変更」欄に「○」、変更箇所欄に変更内容を記入し

てください。 

・ 添付する資料を「確認資料」欄に記入してください。 
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様式１（申請書：建設工事用） 

評価項目事前確認登録（新規・変更）申請書 

令和  年  月  日 

 

三重県県土整備部 理事 あて 

 

住   所 〇〇市〇〇町〇〇番地 

会 社 名 〇〇建設株式会社 

代表者氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 

 

 

三重県が発注する総合評価方式による建設工事の一般競争入札に参加するにあ

たり、別紙の評価項目について確認資料を添付して事前確認を申請します。 

 

 

記 

 

   □ 新規 

 

   ■ 変更 

理由：令和○○年○○月○○日付けの評価項目事前確認結果登録通知書 

の記載内容に変更があったため 

 

 

 

 

【問合せ先】 

所属・部署 〇〇部 

担当者氏名 〇〇 〇〇 

電話番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 

  

※押印は不要です 

変更申請の場合 

変更にチェックし、前回通知書の日付

を記入してください。 

記入例 
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別紙 

評価項目 登録 変更 変更箇所 確認資料 

男女共同参画活動実績  〇 計画期間の更新 
女性活躍推進法の一般

行動計画書の写し 

障がい者雇用実績 〇   
障害者雇用状況報告書

の写し 

人権に関する取組実績     

「みえる・わかる・つなが
る！職業ポータルサイト」
Webページへの登録 

    

現場見学会等の開催実績    

 

不当要求防止責任者講習の

受講実績 
〇   

受講修了証の写し 

雇用証明書 

「ユースエール認定制度」

の認定実績 
〇   

基準適合事業主認定通

知書の写し 

「みえの働き方改革推進企

業登録制度」の登録実績 
    

キャリアパスの策定実績 ○   就業規則の写し 

キャリアアップのための支

援実績 
○   就業規則の写し 

福利厚生のための制度導入

実績 
    

ハラスメント研修の開催実
績     

変更申請の場合 

前回通知書の記載内容から変更す

る場合は、変更欄に〇、変更箇所欄

に変更内容を記入してください。 

前回通知書から変更がない場合

は、空欄としてください。 

添付書類も不要です。 

前回通知書から追加する項目は、

登録欄に〇を記入してください。 
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評価項目 登録 変更 変更箇所 確認資料 

品質マネジメントシステム

の認証（ISO9000S） 
 〇 

再認定による有

効期限の更新 

認定書及び付属書の写

し 

労働安全衛生マネジメント

システムの認証 
 〇 

再認定による有

効期限の更新 

認定書及び付属書の写

し 

申告工事成績点 〇   
工事成績認定書及びコ

リンズ 

三重県「建設企業における
災害時の事業継続計画登録
制度」の登録実績 

〇   登録確認証の写し 

 

【注意事項】 

・ 新規申請で登録を希望する評価項目、または、変更申請において追加で登録を希望す

る評価項目について、「登録」欄に「○」を記入してください。 

・ 変更申請の場合、直近の通知書の写しを添付してください。また、通知書の登録内容

に変更があった評価項目について、「変更」欄に「○」、変更箇所欄に変更内容を記入し

てください。 

・ 添付する資料を「確認資料」欄に記入してください。 
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様式１（申請書：業務委託用） 

評価項目事前確認登録（新規・変更）申請書 

令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

三重県県土整備部 理事 あて 

 

住   所 〇〇市〇〇町〇〇番地 

会 社 名 〇〇コンサルタント株式会社 

代表者氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 

 

 

三重県が発注する総合評価方式による業務委託の指名競争入札に参加するにあ

たり、別紙の評価項目について確認資料を添付して事前確認を申請します。 

 

 

記 

 

   ■ 新規 

 

   □ 変更 

理由：令和  年  月  日付けの評価項目事前確認結果登録通知書 

の記載内容に変更があったため 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

所属・部署 〇〇部 

担当者氏名 〇〇 〇〇 

電話番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 

新規申請の場合 

記入例 

新規にチェックしてください。 

※押印は不要です 
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別紙 

 

評価項目 登録 変更 変更箇所 確認資料 

次世代育成支援活動実績 〇   育児休業等規定の写し 

男女共同参画活動実績 〇   
女性活躍推進法の一般

行動計画書の写し 

障がい者雇用実績     

環境マネジメントシステム

の認証（ISO14001） 
〇   

認定書及び付属書の写

し 

環境マネジメントシステム

の認証（M-EMS） 
    

人権に関する取組実績     

品質マネジメントシステム

の認証（ISO9000S） 
〇   

認定書及び付属書の写

し 

 

【注意事項】 

・ 新規申請で登録を希望する評価項目、または、変更申請において追加で登録を希望す

る評価項目について、「登録」欄に「○」を記入してください。 

・ 変更申請の場合、直近の通知書の写しを添付してください。また、通知書の登録内容

に変更があった評価項目について、「変更」欄に「○」、変更箇所欄に変更内容を記入し

てください。 

・ 添付する資料を「確認資料」欄に記入してください。 

 

今回登録する項目は、登録欄に

〇を記入してください。 

新規申請の場合 
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（様式３）雇用証明書 

 

雇 用 証 明 書 

 

 

令和  年  月  日  

 

 

三重県知事あて 

 

 

住   所               

会 社 名               

代表者氏名               

 

 

下記の者は、○○年○○月より当社に所属している従業員（役員）であることを証明

いたします。 

 

 

記 

 

 

所 属 名  

職 名  

氏 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

注：記載内容に虚偽等が確認された場合は不誠実な行為として対処することがあります。 

 

常時雇用（３ヶ月以上）が

確認できること。 

年月日の記載は、評価項目

事前確認登録申請書と同一

にしてください。 

所属名の欄は、従業員（役員）

が支店又は営業所に所属する

ときは、支店名又は営業所名ま

で記載してください。 
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様式４　申告工事成績点申請書

●　事前登録申請年度

●　工種 土木一式工事 舗装工事

※事前確認を希望する工種にチェックを入れてください。

【土木一式】

点

【注意事項】

【舗装】

点

【注意事項】

令和 年度

※　三重県が通知した工事成績認定書の写し及びその工事が該当の工種であることが分かる資料（コリンズ
の写し、入札公告の写しなど）を添付してください。

申告工事成績点
　令和　年４月１日以降に完成検査
を行った工事の評定点

注1： 　申告できる評定点は直近の過去３年度及び当該年度の三重県の工事成績評定点です。

注2： 　評価項目事前確認結果登録通知書において、工事成績点の確認結果の有効期限は通知日から年度
末までとします。なお、３月中の申請は４月中の通知となるため、４月１日以降公告する案件に適
用される工事成績評価項目の対象期間に該当する工事評定点で評価します。

三重県の
工事評定点

注3： 　三重県が通知（工事成績認定書）した土木一式工事の評定点を、任意の件数だけ入力してくださ
い。
　１０件まで申告できます。

申告工事成績点

　三重県が発注する総合評価方式の工事成績評価項目における三重県の工事成績評定点を以下のとおり、申
請します。

　工事成績評定点（希望する工種の欄にある評定点を入力してください。入力する際は注意事項に留意して
ください。

注3： 　三重県が通知（工事成績認定書）した舗装工事の評定点を、任意の件数だけ入力してください。
　１０件まで申告できます。

注1： 　申告できる評定点は直近の過去５年度及び当該年度の三重県の工事成績点です。

注2： 　評価項目事前確認結果登録通知書において、工事成績点の確認結果の有効期限は通知日が属する
年度末までとします。なお、３月中の申請分は４月中の通知となるため、４月１日以降公告する案
件に適用される工事成績評価項目の対象期間に該当する工事評定点で評価します。

　令和　年４月１日以降に完成検査
を行った工事の評定点

三重県の
工事評定点
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様式４　申告工事成績点申請書

●　事前登録申請年度

●　工種 土木一式工事 舗装工事

※事前確認を希望する工種にチェックを入れてください。

【土木一式】

点

【注意事項】

【舗装】

点

【注意事項】

　工事成績評定点（希望する工種の欄にある評定点を入力してください。入力する際は注意事項に留意して
ください。

　三重県が発注する総合評価方式の工事成績評価項目における三重県の工事成績評定点を以下のとおり、申
請します。

※　三重県が通知した工事成績認定書の写し及びその工事が該当の工種であることが分かる資料（コリンズ
の写し、入札公告の写しなど）を添付してください。

令和 6 年度

三重県の
工事評定点

　令和３年４月１日以降に完成検査
を行った工事の評定点

80 82 85 申告工事成績点

80

注1： 　申告できる評定点は直近の過去３年度及び当該年度の三重県の工事成績評定点です。

注2： 　評価項目事前確認結果登録通知書において、工事成績点の確認結果の有効期限は通知日から年度
末までとします。なお、３月中の申請は４月中の通知となるため、４月１日以降公告する案件に適
用される工事成績評価項目の対象期間に該当する工事評定点で評価します。

注3： 　三重県が通知（工事成績認定書）した土木一式工事の評定点を、任意の件数だけ入力してくださ
い。
　１０件まで申告できます。

三重県の
工事評定点

　平成３１年４月１日以降に完成検
査を行った工事の評定点

80 82 85 申告工事成績点

80.5

注1： 　申告できる評定点は直近の過去５年度及び当該年度の三重県の工事成績点です。

注2： 　評価項目事前確認結果登録通知書において、工事成績点の確認結果の有効期限は通知日が属する
年度末までとします。なお、３月中の申請分は４月中の通知となるため、４月１日以降公告する案
件に適用される工事成績評価項目の対象期間に該当する工事評定点で評価します。

注3： 　三重県が通知（工事成績認定書）した舗装工事の評定点を、任意の件数だけ入力してください。
　１０件まで申告できます。

申請する年度を入力

してください。

申請する工種にチェック

を入れてください。

入力した申請年度により対象

となる年度が表示されます。

申告する任意の評定点

を入力してください。

申告した評定点及び件数に

より自動計算されます。

入力した申請年度により対象

となる年度が表示されます。

申告する任意の評定点

を入力してください。

申告した評定点及び件数に

より自動計算されます。

記入例
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（別紙１）現場見学会等の開催実績の評価 

ア 現場見学会、出前講座および実習授業の開催実績を評価する、それぞれの対象等は

下記のとおりです。 

 現場見学会 出前講座 実習授業 

開催目的 社会に貢献する建設業の役割の理解や次世代を支える若者たちの建設業
への興味や関心を高めること目的に、授業の一環として開催 

対象となる 
教育機関 

三重県内の小学校、中
学校、高等学校、中等
教育学校、特別支援学
校および高等専門学校 

三重県内の高等学校、
中等教育学校、特別支
援学校および高等専門
学校 

三重県内の高等学校、
中等教育学校、特別支
援学校および高等専門
学校 

対象規模 １０名以上 
ただし、１０名以上の参加が見込めない場合（小規模な学校や学校側との
調整の結果）は、参加者が１０名未満でも評価します 

対象工事 当該工事の入札に参加
する者が、単独又は共
同企業体構成員として
受注した三重県内の工
事（官民の別は問いま
せん） 

－ － 

評価条件 入札参加者が現場見学
会会場となった工事の
受注者（元請）であっ
た場合 

出前講座に入札参加者
に所属する者が講師と
して参加した場合 

実習授業に入札参加者
に所属する者が講師と
して参加した場合 

申告に 
必要な資料 

下記資料の写しを提出
してください。 
・工事名、開催日時、
企業名、対象とした
教育機関及び教育機
関からの参加人数が
わかる資料、 

・現場見学会で配布し
た説明資料 

・開催状況写真 
・参加者が１０名に満
たない場合は、１０
名以上の参加が見込
めなかったことがわ
かる資料 

※１０名以上の参加が
見込めなかったと認
められない場合は評
価しません。 

下記資料の写しを提出
してください。 
・開催場所、開催日時、
企業名、対象とした
教育及び教育機関か
らの参加人数がわか
る資料 

・出前講座で配布した
説明資料 

・開催状況写真 
・参加者が１０名に満
たない場合は、１０
名以上の参加が見込
めなかったことがわ
かる資料 

※１０名以上の参加が
見込めなかったと認
められない場合は評
価しません。 

下記資料の写しを提出
してください。 
・開催場所、開催日時、
企業名、対象とした
教育及び教育機関か
らの参加人数がわか
る資料 

・実習授業で配布した
説明資料 

・開催状況写真 
・参加者が１０名に満
たない場合は、１０
名以上の参加が見込
めなかったことがわ
かる資料 

※１０名以上の参加が
見込めなかったと認
められない場合は評
価しません。 

 

イ 授業の一環とは、学校の授業の１つと位置付けられて行われるもので、始業前や放

課後ではなく、授業中の時間に行われるものを対象とします。 

ウ 小規模な学校とは、全学年の生徒が参加しても１０名に満たない学校をいいます。 
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（別紙２）次世代育成支援活動実績 確認資料 

 

 

 

 

 

育 児 ・ 介 護 休 業 等 規 定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

  

入札参加者の会社名がわかる

ようにしてください。 

労働基準監督署の受付印がわかるように

してください。 
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育児・介護休業等に関する規定 

 

 

第１章 目的 

（目的） 

   第１条 

本規定は、従業員の育児・介護休業、子の看護休暇、育児・介護のための時間外労

働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるも

のである。 

   ・・・・・ 

 

第２章 育児休業制度  

（育児休業の対象者） 

   第２条 

１ 育児のために休業することを希望する従業員（日雇従業員を除く）であって、

１歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規定に定めるところにより育児

休業をすることができる。 

２ 育児休業中の従業員又は配偶者が育児休業中の従業員は、次の事情がある場合

に限り、子の１歳の誕生日から１歳６か月に達するまでの間で必要な日数について

育児休業をすることができる。なお、・・・・・・・・・ 

    （１）・・・・・・・ 

    （２）・・・・・・・・ 

 

（育児休業の申出の手続等） 

第３条 

１ 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようと

する日（以下「育児休業開始予定日」という。）の１か月前（第２条第２項に基づ

く１歳を超える休業の場合は、２週間前）までに、育児休業申出書（社内様式１）

を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。 

なお、・・・・・・・ 

２ 申出は・・・・・・ 

３ ・・・・・・・・ 

 

（育児休業の申出の撤回等） 

第４条 

１ 申出者は、・・・・・・・ 

 

（育児休業の期間等） 

第５条 

１ 育児休業の期間は、原則として、・・・・・ 

２ ・・・・・ 

 

・ 

・ 

・ 

第○章 その他の事項  

（附則） 

   本規定は、○○年○○月○○日から適用する。 

規則や規定の適用日(改

訂日)がわかるページも

添付してください。 
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※ 育児休業に関する規定に「入札参加者の会社名」、「労働基準監督署の受理印」、「規定

の適用日」が確認できない場合は、就業規則の写しも添付してください。 

 

 

 

就 業 規 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札参加者の会社名がわかる

ようにしてください。 

労働基準監督署の受付印がわかるように

してください。 
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就業規則 

 

 

第１章 総則 

・ 

・ 

・ 

第○章 休暇 等 

 

（育児休業等） 

第○条  従業員は、１歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出

て育児休業をする事ができる。 

２ 育児休業制度の適用を受ける事ができる従業員の範囲その他必要な事項につい

ては「育児休業などに関する規定」で定める。 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

（附則） 

   本規則は、○○年○○月○○日から適用する。 

 

規則の適用日(改訂日)

がわかるページも添付

してください。 
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（別紙３）男女共同参画活動実績 確認資料 

 

 

 

 

 

 

 

労働局の受付印の日付がわかるようにし

てください。 

電子申請による手続きの場合は、手続き

が完了したことが分かる資料（公共職業

安定所から届いた手続き完了の通知メー

ルの写し、電子申請の処理状況が分かる

画面の写しなど）も提出してください。 

女性活躍推進法であることを確認してください 

入札公告日（指名通知日）が、 

労働局の受付印の日付以降かつ計画期間に 

含まれている場合に評価します。 

「女性活躍推進法」又は 

「次世代法・女性活躍推進法一体型」

を評価します。 

-34-



（別紙４）障がい者雇用実績 確認資料 

 

 

 

 

  法定雇用を満足していることが確認できること。 

（不足数が０の場合に評価します。0.5 人は評価

できません） 

公共職業安定所の受付印がわかるよ

うにしてください。 

電子申請による手続きの場合は、手続

きが完了したことが分かる資料（公共

職業安定所から届いた手続き完了の

通知メールの写し、電子申請の処理状

況が分かる画面の写しなど）も提出し

てください。 

-35-



（別紙５）監理技術者資格者証 確認資料 

  

 

生年月日、本籍及び住所にマスキングを施した状態の写しを添付してください。 

 

 

 

 

※ マスキングは繋がっていても、問題ありません。 

 

  

マスキングの一例です。 
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（別紙６）雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 確認資料 

 

被保険者番号、事業所番号にマスキングを施した状態の写しを添付してください。 

 

 

 

 

 

※ 被保険者番号、事業所番号のマスキングは繋がっていても、問題ありません。 

  

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）

〇〇公共職業安定所長

確認（受理）通知年月日

被保険者番号 事業所番号 管轄区分 資格取得年月日

被保険者氏名 性別 生年月日(元号一年月日) 元号 取得時被保険者種類

事業所名略称

1.明治 2.大正
3.昭和 4.平成（ ）（ ）

1又は9 一 般
4又は5 高年齢
2又は3 短 期

印
雇用保険被保険者資格取得届に基づき、下記のとおり確認（通知）します。

マスキングの一例です。 

様式の一例です。 
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（別紙７）健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 確認資料 

 

事業所整理記号、事業所番号、生年月日、種別、決定後の標準報酬月額及び雇用証明対象

者以外の方の被保険者氏名、適用年月にマスキングを施した状態の写しを添付してくださ

い。 

 

 

 

 

 

※ マスキングは繋がっていても、問題ありません。 

  

事業所整理記号 事業所番号 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

被保険者 被保険者氏名 生年月日 種別 適用年月 決定後の標準報酬月額
整理番号 （健保） （厚生）

１ 〇〇 〇〇 〇年〇月〇日 第〇種 H〇.〇 〇〇〇千円 〇〇〇千円
２
３
４
５
６
７
８
９

１０
１１
１２

郵便番号 〇〇〇〇〇〇
事業所住所〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

事業所名称 〇〇〇〇〇〇 〇年〇月〇日
事業主氏名 〇〇 〇〇 上記のとおり標準報酬が決定されたので通知します。

日本年金機構理事長

マスキングの一例です。 様式の一例です。 雇用証明対象者 
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（別紙８）健康保険被保険者証等のマスキングについて 

 

 

 

記号、番号及び保険者番号にマスキングを施した状態の写しを添付してください。 

また、二次元バーコードが記載されており、その二次元バーコードを読み取るとマスキ

ングを施した記号、番号又は保険者番号がわかるものについては、同様にマスキングを施

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 記号・番号のマスキングは繋がっていても、問題ありません。 

 

 

  

二次元バーコードが記載

されている場合のみ 

マスキングの一例です。 
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（別紙９）三重県が開催する人権に関する研修の受講実績 確認資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講日の受付印がわかるよ

うにしてください。 

受講者が１名の場合、こちらの様

式のみ提出してください。 
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受講者が２名以上だった場合、こちらの様

式も併せて提出してください。 

受講日の受付印がわかるよ

うにしてください。 
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（別紙１０）公正採用選考人権啓発推進員設置 確認資料 

 

 

 

 

 

 

 

様式の一例です。 

公共職業安定所の受理印がわか

るようにしてください。 
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